
令和３年１１月２１日（日） 

全国知事会 新型コロナウイルス緊急対策本部（第３０回）における丸山知事

発言（発言要旨） 

１．事業者への支援について 

（11 月 19 日に政府がとりまとめた）今回の経済対策に盛り込まれている事業者復活支援

金については、事前の報道によれば、今年の 11月から来年 3月までの期間を対象として、売

上が落ちるところに対する、事業者に向けた支援だと聞いている。 

その根拠になっているのは、本年 10 月まで一時支援金と月次支援金の措置があったため、

（事業者復活支援金という新たな事業者支援は）11 月以降措置するという考え方であると推

測される。 

ただ、10 月までのこの２つの支援金（一時支援金と月次支援金）は、緊急事態宣言やまん

延防止措置等重点措置の地域と関係がないと対象外となる措置であり、その前に講じられた

持続化給付金のように広く事業者に認知、周知されて利用されたものではない。そして、（こ

の２つの支援金は）予算の不用も指摘されているところである。 

よって、これらの措置をもって、第３波から第５波まで連続した、10月までの大変厳しい

事業者への影響に対して、支援済みだということは到底言えないと考えている。 

報道のとおりであるとすれば、この事業者復活支援金が十分なものではないということは

明らかであるので、「新型コロナ感染症対応地方創生臨時交付金」の「事業者支援分」を大幅

に増額して、（島根県のような）感染が抑えられた地域に十分に配慮した配分に改める措置を

講じるべきだと考える。 

２．Go To キャンペーン等について 

現在、天祐ともいうべき感染が落ち着いた状況であり、この機を逃さず、経済対策に盛り

込まれた地域観光事業支援の対象地域拡大など、補正予算の成立を待つ必要のない内容につ

いては、直ちに実行していただきたい。 

そして（政府の示した経済対策では）「Go To Eat」事業については、来年ゴールデンウイ

ーク頃までが期限だとされているが、これまで、（長期に渡り、新型コロナの）影響を最も受

けた飲食店の売上などが、ゴールデンウイークまでの消費喚起で回復に向かうとは考えられ

ない。 

実際に、観光需要のための「Go To トラベル」事業については（政府の示した経済対策に

おいて）ゴールデンウイーク頃まで（国事業として実施し）、その後、都道府県事業により、

夏まで切れ目ない支援をしていくということと比較しても、バランスを欠いており、不適切

であると考えるため、この点について、改善を求めていく必要があると考える。 

３．ワクチン３回目接種の種類について 

各知事からご指摘のあったワクチンの関係について、島根県の状況を具体的に申し上げる

と、今回配分が示された（来年）２月及び３月の配分量は、ファイザー社製が 55％、モデル

ナ社製が 45％となっている。 



この２月及び３月分（の配分）に対応するのは、今年の接種（実施済みの１、２回目分）の

６月及び７月分であるが、その配分の内容は、ファイザー社製が 99.5％、モデルナ社製が

0.5％であった。つまり、（配分割合の差に当たる）ほぼ 45％の人たちに、今後、交互接種、

交差接種をしなさいと言っているような配分である。 

これは大きな政策変更だと考えており、厚生労働省の通知（※）によれば「同じ種類（のワ

クチン）で希望する人は、本人の判断で接種の時期を遅らせることも選択肢となる旨を申し

添えます」と書いてあるが、このような重要なことは、閣僚がきちんと国民に対して説明さ

れるべきことである。 

（例えば、１、２回目と同じファイザー社製ワクチンを３回目にも接種するような）贅沢

を言うなら、（３回目接種の時期は）後回しだということが政府の方針であると、はっきり言

うべきであって、こんなことを自治体に押し付けて、現場で処理しろというのは大変問題で

ある。 

このことが（事務連絡のような）通知で何とかなるような話ではないということは、全国

知事会の幹部の方々も重々承知されていると思うが、改めてお伝えしたところである。 

※ 令和３年 11月 17 日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡「新型コロナワク

チン追加接種（３回目接種）等に使用するファイザー社ワクチン及び武田／モデルナ

社ワクチンの配分等について」【抜粋】 

 ・なお、追加接種は、国民の皆様が自らの判断で接種いただくことが大前提であり、

特定の種類ワクチンでの追加接種を希望する方は、「「新型コロナウイルス感染症に係

る予防接種の実施について（指示）」の一部改正について」（令和３年 11 月 16 日付け

厚生労働省発健 1116 第５号厚生労働大臣通知）による改正後の「新型コロナウイル

ス感染症に係る予防接種の実施について（指示）」（令和３年２月 16 日付け厚生労働

省発健 0216 第１号厚生労働大臣通知）に記載された期間にも留意しつつ、本人の判

断で接種の時期を遅らせることも選択肢になる旨を申し添えます。 


